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１. 船舶事故の概要 報告書２ページ

貨物船WAKASHIOは、船長ほか１９人が乗り組み、ブラジル連邦共和国トゥバラン港に向けて

航行中、令和２年７月２５日１９時２５分ごろ（モーリシャス時間）、モーリシャス共和国モーリシャ

ス島南東部の浅所に乗り揚げた。

本船は、乗組員に死傷者はいなかったが、船体に座屈等を生じ、のちに燃料油が流出した。

×
事故発生場所
（令和２年７月２５日

１９時２５分ごろ発生）

インド

スリランカ
シンガポール

モーリシャス

マダガスカル

日本
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２. 船舶の要目等

IMO番号 ９３３７１１９

船籍港 パナマ（パナマ共和国）

船舶管理会社 長鋪汽船株式会社（Ａ社）

用船者 株式会社商船三井（Ｂ社）

船舶所有者 OKIYO MARITIME CORP.（Ｃ社）

総トン数 １０１,９３２トン

Ｌ×Ｂ×Ｄ ２９９.９５ｍ×５０.００ｍ×２４.１０ｍ

機関、出力 ディーゼル機関１基、１６,８６０kＷ

推進器 ４翼固定ピッチプロペラ１個

進水年月日 平成１９年３月９日

報告書２～４ページ

一般配置図

本 船

積荷 なし

喫水 船首約７.９１ｍ、船尾約１１.１６ｍ

要 目

本事故時の状態
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３. 乗組員に関する情報 報告書６、２２ページ

船 長

５８歳 国籍 インド共和国籍
締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給）

一等航海士（航海士Ａ１）

４５歳 国籍 スリランカ民主社会主義共和国籍
締約国資格受有者承認証 航海士（パナマ共和国発給）

二等航海士（航海士Ａ２）

４４歳 国籍 フィリピン共和国籍
締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給）

乗組員 ２０人

インド共和国籍３人、スリランカ民主社会主義共和国籍１人、フィリピン共和国籍１６人
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４.  事故発生の経過（１/３） 報告書５～９ページ

4

シンガポール港

トゥバラン港

モーリシャス島

ブラジル
連邦共和国 南大西洋

インド洋

マダガスカル島

南アフリカ
共和国

アフリカ大陸

航海計画の航程（地図上に表したもの）

日 時 経 過

7月14日
09時00分ごろ

シンガポール港出港

7月23日 （船長）

スマートフォンの電波を受信する目的で、２５
日に通過予定となるモーリシャス島変針点で
同島との離岸距離が約５海里(Ｍ)となるように
針路を変更するよう航海士Ａ２に指示。

7月25日
13時15分ごろ

（船長）

モーリシャス島へさらに接近する目的で航海
士Ａ２に針路を２３９°から２４１°（船首方位）
に変更するように指示。

16時00分ごろ （航海士Ａ２）

次の当直者である航海士Ａ１に２４１°の針路
を引き継ぎ
（航海士Ａ１）

ＥＣＤＩＳ（電子海図情報表示装置）上で本船が
予定針路線の北側を航行していることを認めた。
乗組員食堂で乗組員の誕生日会が予定され
ていたので、船長の許可を得た上で、実習生
（共に当直）に同会に参加するように促し、
１人で船橋当直を行うこととした。

①

②

③

④

①
②

③
④



４. 事故発生の経過（２/３） 報告書５～９ページ

インド洋

モーリシャス共和国

ポートルイス

モーリシャス島

マエブール

×

日時 経過

１７時００分ごろ （船長）
船橋当直中の航海士Ａ１にＥＣＤＩＳの画面上で

２４１°の予定針路と東経５８°の経度線との交
点付近を指さし、同点付近に到達したら針路２４
０°に変針するように指示し、誕生日会のため一
旦降橋。

１７時４５分ごろ （航海士Ａ１）

船長の指示した地点に到達したので、風潮流を考
慮して針路２３４°に変針。

１７時５０分ごろ （船長）

機関長と共に再び昇橋し、航海士Ａ１にスマート
フォンの電波の受信状況について尋ねた。

自身及び機関長のスマートフォンがモーリシャス
国内では通信できない契約であることに気付き、
航海士Ａ１に対し、同航海士のスマートフォンのテ
ザリング機能を用いた無線ＬＡＮ (Ｗｉ-Ｆｉ) により、

自身及び機関長のスマートフォンをインターネット
に接続させるよう依頼。

⑤

⑥

⑦
航行経路図

テザリング機能を用いたＷｉ-Ｆｉによるインターネット接続（イメージ）

⑤

⑥
⑦

※ＡＩＳ記録の時刻は協定世界時（UTC）
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４. 事故発生の経過（３/３）

日時 経過

１８時３５分ごろ （船長）
機関長に主機回転数を７２から６８rpmに
減速するように指示。

１８時４０分ごろ （航海士Ａ１）

モーリシャス島まで約１１Ｍ付近の地点で、
船長から、モーリシャス島の沿岸部を２Ｍ
の距離を隔てて通過するにはどのように
航行するかを問われ、周囲に船舶等の障
害物がなかったので、同島の沿岸と平行
に航行すると答えた。

１９時１５分ごろ （航海士Ａ１）

１９時１５分ごろ、船長から本船の沿岸か
らの距離が１.５Ｍで、とても近いとの指摘
があったので、左舵を取り、針路を約
２２５°に変更。

１９時２５分 （船長）

突然、船体への衝撃を感じ、何かがおか
しいと速力計を確認したところ、本船の速
力が約１１ノット(kn)から約９knまで減速す
る状況を認めた。

報告書５～１０ページ

⑧

⑨

⑩

⑪
航行経路図

⑧
⑨

⑩

⑪ ※ＡＩＳ記録の時刻は協定世界時（UTC）
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報告書１０～１７ページ５. 乗揚後の状況（１/２）

日 時 経 過

７月２５日
１９時２９分ごろ

（船長）
速力計が０knを示したので、乗組員全員をマスターステーションに招集
することとし、航海士Ａ１に招集を伝える船内一斉放送を行うよう指示。

２０時１０分ごろ （船長）

モーリシャス沿岸警備隊に本船が浅瀬に乗り揚げた可能性があることを
伝えた。

２０時２９分ごろ （機関長）

操機手２人から、同タンクの吸い込み口のパイプの溶接部が外れている
とともに、バルブが破損しており、同破損個所から機関室内に海水が浸
水している旨の報告を受けた。

７月２６日 （Ａ社）

サルベージ会社２社（サルベージチーム）との間で、サルベージ契約を
締結。

８月１日 支援船は、事故現場付近海域に到着し、資機材の荷揚げを行う目的で
本船への接舷を試みたが、海象が悪化していたので接舷することができ
なかった。

８月２日 機関室と９番貨物倉との間の隔壁及びフレームの座屈が認められ、さら
に座屈が進行していることが確認された。

８月３日 ９番貨物倉及び通風口の溶接部の座屈箇所から機関室へ海水の浸水
が発生していることが確認された。

８月６日 右舷側に深刻な座屈が発生し、右舷１番燃料油タンクの燃料油（Ｃ重
油）が海上に流出した。

船尾部から流出する燃料油

流出油の様子

※令和２年８月７日撮影
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報告書１１～１７ページ５. 乗揚後の状況（２/２）

日 付 等 経 過

８月６日 流出油は、乗揚位置から北西方に向けて移動して海岸に漂
着した。

８月７～１２日

燃料油汲み出し
作業

（モーリシャス政府）

本船からの油の汲み出し作業を行う目的で、計３隻のタン
カーを手配。
本船から汲み出された燃料油の合計量 約３,１９３トン

８月１５日 船首部が船尾部から完全に分離し、船体が２つに分断。

船首部撤去作業 作動油等の有害物質を除去した上で、１９日１８時００分ごろ、
タグボートにより海洋投棄場所に向けてえい航を開始。
２４日１５時００分ごろ、海洋投棄（南緯２０°２３.０′、東経０５
８°００.０′の地点）

船尾部撤去作業 令和３年２月１７日に開始、令和４年１月１６日に完了。

流出油の様子

船尾部から分離した船首部

※令和２年８月１５日撮影

※令和２年８月８日撮影

※令和２年８月７日撮影
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６. 本船の運航に関わる会社等

乗組員

配乗契約

乗組員教育

定期用船契約

本 船

船舶管理用船

Ｂ社（用船者）

パナマ共和国

マレーシア

Ｃ社

Ａ社の子会社

船舶所有者

船舶管理会社

運航会社

乗組員配乗 船員配乗会社

日本

日本

Ａ社

配乗管理

（実質的な
船舶所有者）

（登録上の
船舶所有者）

パナマ共和国 船籍

代理店契約
船舶管理、配乗管理、乗組員教育

報告書１７～１８ページ

運航
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７. 運航の状況（１/２） 報告書１８～２１ページ

スリランカ島

出港７月１４日

本事故発生
７月２５日

拡大２
拡大１

シンガポール

インド洋

モーリシャス島
スマトラ島

インド洋 バンダ・アチェ

島まで距離約１０M

拡大２ （７月１６日）

スマトラ島 マラッカ海峡
ランサ

ロークスマウェ

インドネシア共和国

陸地まで距離約４M

※時刻は協定世界時（UTC）

拡大１ （７月１５日）

ＡＩＳ記録
（実際の運航の経過）

航海計画

予定変針点
（航海計画上）

〇

・シンガポール港出港後の７月１５日及び１６日に、航海計画の予定針路から離れ、陸地等に接近していた。

・（乗組員の口述）これまでにもスマートフォンの電波を受信する目的で予定針路から離れ、陸岸等に接近することがあった。

① 本事故発生前の運航の経過
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-

７.   運航の状況（２/２）

② 航海当直体制

報告書１８～２１ページ

船橋当直につくことが可能な資格を有していない
実習生が、船橋当直（１６：００～２０：００、０４００
～０８：００）に入っていた。

本船は、モーリシャス島付近の詳細な水深、沿岸
地形等が記載された海図等を有していなかった。

③ 紙海図及び電子海図

④ 船位の確認

⑤ 通信設備

本事故当時使用されていた紙海図には、７月２５日
における船位を記載した記録が３か所にあった。

本船には、定額課金制で高速データ通信が可能な
通信設備は搭載されていなかった。

本事故時（再現） モーリシャス島付近の詳細なＥＮＣをインストールした場合

※本船搭載の同機種で設定等同じ条件で表示

×

事故発生場所（概位）

さんご礁

水深５０ｍ等深線

沈船等の障害物

約
５

Ｍ

事故発生場所（概位）

×

障害物等の表示

約
５

Ｍ

ＥＣＤＩＳの表示状態の比較
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８. 安全管理に関する情報 報告書２３～２７ページ

・ ・

用船者の立場から本船の安全管理には直接的に関与していなかったものの、本船へ気象等の航行海域における安
全情報の提供を行い、また、１年に1回程度の検船を実施していた。

船舶の安全運航の確保等のための安全管理システム（ＳＭＳ）を構築し、更に同システムに関するマニュアル（ＳＭＳマニュ
アル）を作成し、本船に備え付けていた。

（教育体制）
乗船前教育（Ａ社の教育を受けた船員配乗会社担当者が教育を実施） 船長、一等航海士及び機関長 ・・・ ８時間

（船上教育）
Ａ社 ・・・日本寄港時に訪船・安全に関する情報をＥメールで送付
船長・・・月に一度、船長から安全及び健康に関する教育と合わせてＳＭＳマニュアルの教育を実施

Ａ社

項目 ＳＭＳマニュアルの記載内容 正しく認識していた者

船位測定（間隔） 原則として大洋航海中は３０分ごと、沿岸航行中は１５分ごと ２人

船橋人員配置及び
航海当直レベル

レベルＢ（当直士官1名他に当直要員1名、操舵手待機可能）（本事故当時） １人

離岸距離等の記載 レーダーに明確に映る等の場合でも原則として最低２Ｍ離す
レーダー探知等が容易でなく、かつ他に顕著な目標がない場合は原則として
最低５Ｍの離岸距離をとる

０人

船長及び航海士３人（計４人）等への認識調査

Ｂ社
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９. 事故発生状況の分析（現時点） 報告書２７～２８ページ

(1) 本船は、モーリシャス島付近海域の航行に際して、同島付近の詳細な海図等を入手していれ
ば、さんご礁及び障害物等の情報を得ることができ、乗組員が事前に乗り揚げの危険に気付く
ことができた可能性がある。しかし、船長は、モーリシャス島への入港予定がなければ必要が
ないと思い、詳細な海図等を入手していなかったものと考えられる。

(2) 本船は、インド洋を南西進中、乗組員のスマートフォンの電波を受信する目的で航海計画を変
更し、モーリシャス島に接近したものと考えられる。

(3) 本船は、定額課金制でデータ通信が可能な通信機器を搭載しておらず、本事故以前にも、乗
組員のスマートフォンの電波を受信する目的で、予定針路から離れて陸岸等に接近したことが
あったものと考えられる。

本船は、モーリシャス島の詳細な海岸線等が記載された海図等が入手されていない中、
同島東北東方沖を西南西進中、乗組員のスマートフォンの電波を受信する目的で同島に
接近する針路で航行を続けたことから、同南東部の浅所に乗り揚げたものと考えられる。

13



１０. 再発防止策（現時点） 報告書２８ぺージ

現時点における事故発生状況の分析を踏まえた再発防止策

本事故の再発を防止するためには、乗組員が、沿岸海域を航行する

場合、当該海域の詳細な海岸線等が記載された海図等を事前に入手

するとともに、私的な事由で陸岸等に接近するなどの不安全行動を取

らないことが必要であると考えられる。
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１１. その他判明した安全に関する事項 報告書２８ページ

(1)本船では、シンガポール港出港以降、一部の当直時間において当直要員が配置されて
おらず、本事故当時も、ＳＭＳマニュアルの定めによれば当直レベルがレベルＢの状況
であり、航海士Ａ１の他に当直要員１人が必要な状況であったが、同マニュアルに定める
適正な人員での船橋当直が実施されていなかったものと考えられる。

(2)本船の乗組員は、本事故当時、ＳＭＳマニュアル所定の、船位測定の間隔（３０分毎に
必要）及び離岸距離（最低２Ｍ以上必要）を遵守していなかったことから、同マニュアル
の航行の安全を確保するために必要な事項について正確に認識していなかったものと
考えられる。

(3) Ａ社及びＢ社は、前記９(2)及び(3)でみられたような、本船が航海計画を変更して予定針
路を離れて陸岸等に接近した場合であっても、その行動に関し、直ちに認識して注意喚
起できる体制にはなく、また、両社間で情報共有できる体制もなかったものと考えられる。

本事故の発生には直接的な因果関係はないものの、今回の調査を通じて明らかになった事項

15



１２. その他判明した安全に関する事項の対応策 報告書２８～２９ぺージ

Ａ社

① 乗組員に対し、私的な事由で航路を変更するなどの不安全行動を取らないよう、教育及び訓練を繰り

返し行い、危険敢行性の抑制に努めるよう指導を徹底すること。

② 船長及び航海士に対し、航行予定海域の適切な海図等の水路図誌を入手し、本船の安全が十分に

確保されるような航海計画を立てるとともに、常時適切な見張り及び船位の確認を行って船舶の安全

運航に努めるよう指導を徹底すること。

③ 乗組員に対し、適切な人員で船橋当直が行われるように指導を徹底すること。

④ 新たに管理船舶に乗り組む乗組員に対し、自社のＳＭＳマニュアルの内容を正確に理解させた上で乗

船させ、また、乗船後も同マニュアルの教育を継続的に実施すること。

⑤ Ａ社と船長との間で、船舶の位置情報を適時に共有する体制を整備すること。

用船している船舶の航行の安全を確保するため、船舶管理会社が実施する安全対策（上記）に積極的に
関与する必要がある。

Ｂ社

Ｃ社

陸上と異なる船上生活の特殊性に鑑み、長期間の国際航海に従事する船舶については、定額課金制で
データ通信が可能な機器の導入を推進することが望ましい。

①～④の措置を講じる必要があり、加えて、⑤の措置を採ることが望ましい。
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本船の運航には、複数の会社が関わっていることに鑑み、１１．に対応するには、



１３. 事故後に講じられた措置（１/２） 報告書２９、３５～３７ぺージ

国土交通省海事局安全政策課が講じた措置

国土交通省海事局安全政策課は、Ａ社及びＢ社から報告された事故の推定原因や再発防止策等を参考に、専
門家の意見を踏まえて再発防止対策を取りまとめ、令和３年３月２４日、一般社団法人日本船主協会を通じ、
同協会傘下事業者に対し、更なる安全向上と安全文化醸成に向けて取り組むよう周知した。
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１４. 事故後に講じられた措置（２/２） 報告書２９～３０ぺージ

１ 安全意識の不足に対する再発防止策
(1) 乗船前教育の立会い
(2) 上級職員の評価
(3) サーキュラーによる注意喚起
(4) 訪船（乗組員との対話）の実施
(5) 船内及び勤務状況の評価

２ 安全航海に必要な規程の認識不足や履行不十分
に対する再発防止策
(1) 航海関連規程等の遵守徹底
(2) 電子海図運用に関する教育の実施
(3) 電子海図の運用に関するフェイルセーフの導入

３ ハードウェア対応
(1) 船橋内監視カメラによる抑止力強化
(2) 船舶通信設備の向上
(3) 動静監視システムの導入の検討

Ａ社 Ｂ社
１ 安全意識の不足に対する再発防止策

(1) サーキュラーによる注意喚起
(2) 安全キャンペーン（乗組員との対話）の実施
(3) 航海当直者に対する安全意識調査の実施

２ 安全航海に必要な規程の認識不足及び履行不十分に対する再
発防止策

(1) 電子海図運用に関する教育の実施
(2) 電子海図の運用におけるフェイルセーフの導入
(3) 上記1のサーキュラーや安全キャンペーンなどを通じ、安全

航海に必要な規程の認識と履行の徹底

３ 運航品質の強化
(1) 陸上からのサポート体制の強化

① 運航担当者の技量向上及び業務手順の見直し
② 安全運航支援センターによる支援強化

(2) 船主への関与の強化
① 船主との連絡会及び相互訪問
② 上級職員選定への関与強化
③ 船質、安全管理体制に関する品質基準/評価基準の見直し

４ ハードウェア対応
(1) 船橋内監視カメラによる抑止力強化
(2) 船舶通信設備の向上
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報告書３１～３２ぺージ

（１） 船舶管理会社に対し、以下の事項を実施するよう指導すること。

① 乗組員に対し、私的な事由で航路を変更するなどの不安全行動を取らないよう、教育及び訓練を繰り返し行い、危険
敢行性の抑制に努めるよう指導を徹底すること。

② 船長及び航海士に対し、航行予定海域の適切な海図等の水路図誌を入手し、船舶の安全が十分に確保されるよう
な航海計画を立てるとともに、常時適切な見張り及び船位確認を行って船舶の安全運航に努めるよう指導を徹底すること。

③ 乗組員に対し、自社の安全管理マニュアルに定める適切な人員で船橋当直が行われるように指導を徹底すること。
④ 新たに管理船舶に乗り組む乗組員に対し、自社の安全管理マニュアルの内容を正確に理解させた上で乗船させ、また、

乗船後も同マニュアルの教育を継続的に実施すること。
また、陸上部門において船舶の動静把握・監視が出来る体制が構築されるまでの間、船長と船舶管理会社との間で、船舶
の位置情報を適時に共有する体制を整備するよう指導することが望ましい。

本船の運航のような複数の会社が関わる形態は、他の日本商船隊についても、該当する場合がある。

複数の会社がその運航に関わっている日本商船隊の安全性をより高め、同種事故を防止するため、国土交通大臣に対し、運輸安全委員会
設置法第２８条の規定に基づき、次のとおり、意見を述べる。

用船している船舶の航行の安全を確保するため、船舶管理会社が実施する安全対策（上記）に積極的に関与すること。

（２） 用船者に対し、以下の事項を実施するよう指導すること。

加えて、陸上と異なる船上生活の特殊性に鑑み、長期間の国際航海に従事する船舶については、定額課金制でデータ通
信が可能な機器の導入などの船上生活における利便性の確保等、船員が働きやすい労働環境に改善していくよう関係者
に指導することが望ましい。

令和３年３月に国土交通省海事局から一般社団法人日本船主協会宛てに本事故を踏まえた再発防止と安全向上について事務連絡が発出されているところ本
経過報告書記載の事実情報及び事故発生状況の分析を踏まえ、あらためて、取組みの徹底を求める。

１５. 国土交通大臣に対する意見
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